
 

第４５ ２回役員会議事要 録 

 

 

日 時  令和 3 年 2 月 24 日（水） 13 時 30 分 

場 所  学長室 

出席者  野田学長，岩山研究・人事担当理事，野地教育・学生担当理事， 

杉浦連携・附属学校担当理事，後藤総務・財務担当理事 

オブザーバー   中川監事，岡田監事 

陪席者  総務・企画部長，財務・学術部長，学務部長，総務課長，総務課副課長，総務係長 

議 長  野田学長 

開 会  13 時 30 分 

 

議事に先立ち, 学長から第 451 回役員会議事要録の確認があった。 

 

議 題 

１．人事について 

（１）大学教育職員の割愛について 

学長から提議され，岩山理事より心理講座及び養護教育講座教員の割愛について口

頭にて説明があり，これを承認した。 

 

（２）教育学研究科教育実践高度化専攻実務家教員（特任教授）の採用について 

学長から提議され，岩山理事より令和2年度第201回教育研究評議会（2月10日開

催）で審議された標記実務家教員3名の採用について，資料に基づき説明があり，これ

を承認した。 

 

（３）教育学研究科教育実践高度化専攻実務家教員（准教授）の採用について 

学長から提議され，岩山理事より令和2年度第201回教育研究評議会（2月10日開

催）で審議された標記実務家教員の採用について，資料に基づき説明があり，これを

承認した。 

 

（４）大学教育職員の採用について 

学長から提議され，岩山理事より令和2年度第112回教授会（2月12日開催）で教

育研究業績が適格であることが確認された大学教育職員（7講座各1名）の採用につい

て，資料に基づき説明があり，これを承認した。また，学長から速やかに採用に係る

手続きを進めるよう指示があった。 

 

（５）教授昇進について 

学長から提議され，岩山理事より資料に基づき説明があり，原案どおり教授4名の昇

進を承認した。 

 

（６）准教授昇進について 

   学長から提議され，岩山理事より資料に基づき説明があり，原案どおり准教授3名の

昇進を承認した。 

 

（７）講師昇進について 

   学長から提議され，岩山理事より資料に基づき説明があり，原案どおり講師1名の昇

進を承認した。 

 

２．規程の制定又は改廃について 

（１）愛知教育大学教授会規程の一部改正について 

学長から提議され，後藤理事より令和2年度第113回教授会（2月19日開催）で審



 

議された標記規程の一部改正について資料に基づき説明があり，原案どおりこれを承

認した。 

 

（２）愛知教育大学教授会運営要項の一部改正について 

学長から提議され，後藤理事より令和2年度第113回教授会（2月19日開催）で審

議された標記要項の一部改正について資料に基づき説明があり，原案どおりこれを承

認した。 

 

（３）愛知教育大学代議員会規程の制定について 

学長から提議され，後藤理事より令和2年度第113回教授会（2月19日開催）で審

議された標記規程の制定について資料に基づき説明があり，原案どおりこれを承認し

た。 

 

（４）愛知教育大学代議員会運営要項の制定について 

学長から提議され，後藤理事より令和2年度第113回教授会（2月19日開催）で審

議された標記要項の制定について資料に基づき説明があり，原案どおりこれを承認し

た。 

 

３．国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和2年度） 

  学長から提議され，後藤理事よりガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報

告書について資料に基づき説明があり，原案どおりこれを承認した。次いで，２月末ま

でに国立大学協会へ提出及び本学のWebサイトにて公表予定である旨報告があった。 

 

４．六供野外実習地の廃止について 

  学長から提議され，杉浦理事より六供野外実習地の廃止について資料に基づき説明が

あり，原案どおりこれを承認した。 

 

報 告 

１．次回の開催日時について 

学長から，次のとおり開催する旨報告があった。 

   次回 第453回 役員会 令和３年3月9日（火）13時30分 

 

閉 会  14 時 02 分 

 

以 上 


